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要       旨 

 

１ 都市域土壌の捉え方と背景 

 宅地、商業用地、工業用地、都市公園などの都市的地域の土壌やその他の人為を強く受

けた土壌に対して国内外において様々な用語が用いられている。これらの用語を定義する

こと自体が今後の課題だが、本報告では関連用語を土地利用や地理的分布に基づいて整理

し、都市域土壌と仮称する。 

 2050 年には世界人口の 2/3 以上が都市部に住むという 2011 年の国連の報告は衝撃的で

あった。日本は都市への人口集中が著しい国の一つであり、都市的土地利用の在り方につ

いて関心が払われつつある。だが、都市的土地利用が論議される際に、その構造物の下な

どに存在する土壌に注意が向けられることは必ずしも多くなかった。その一方、人口減少

による都市域の縮退現象が進み、都市周辺地域の再緑地化や再農地化の可能性も考えられ

る。このような中、20世紀後半からは都市域の土壌に関しても土壌学的データに基づいて

論議されるようになり、2000年には国際土壌科学連合（IUSS）の第３部門に人為の影響を

受けた土壌を扱うワーキンググループが組織された。その学術活動を通じて研究が進み、

日本国内においても研究論文や書籍の出版がなされるようになった。これらの活動を通じ

て抽出された課題や将来に解決すべき課題について検討し、本報告を取りまとめた。 

 
２ 都市域土壌の現状 

(1) 都市域土壌の性質 

都市域土壌の性質は、これまでにデータ集積のある農地・林地など自然に近い土壌とは

大きく異なり、多様でもある。公園等の都市緑地の土壌もあれば、構造物の下では重機で

固めるために著しく固結した土壌もある。これらの土壌はコンクリートやアスファルトに

代表される人工物質を多く含むこともある。また、混入する人工物質が土壌をアルカリ性

にしており、農地や林地の土壌と性質を異にする。農地等のような生物活動は著しく損な

われていたり、偏っていたりする現状も報告され、ある程度の土壌生物の活動があっても

いびつな生態系として存在している可能性が指摘されている。 
(2) 都市域土壌の管理 

都市的土地利用においては土地の造成や構造物が完成された後は地表面に出ていても構造

物の下にあってもその土壌の性質は不変であるということが通念かも知れない。そのため、これ

らの土壌に注目した管理はほとんど行われない。しかし、実際にはその土壌に変化が認められ

ることもある。都市緑地の土壌でも生物生産に関わる特性は損なわれていることが多い。 

(3) 都市域土壌と土壌生成因子 

自然界における各種土壌の生成はそれぞれの土壌の母材、気候、地形、生物、時間、人

為などの因子（土壌生成因子）に分けて論議される。これらのうち前５者は自然的な因子

だが都市域土壌では人為の影響が強く、その影響はその前５者にも及ぶ。母材には自然に

ない組合せと分布が起こり、気候には被覆物や都市熱の影響が加わり、地形は均平化傾向、

生物活動は制限される。時間スケールも自然土壌の生成時間より大幅に短いが、都市域土
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壌が造成された後にその環境条件に応じた性質変化がありうる。 
(4) 都市域土壌の生態系サービス 

土壌の大きな役割は生態系の基盤となり、多面的な生態系サービスを支えることである。

都市域土壌の生態系サービスとして期待されるのは、都市緑地としての景観の形成やレク

リエーションの場、壁面緑化や屋上緑化などにおける植生の培地となることである。都市

域の生産緑地を除けば積極的な生物生産が期待されることは少なく、植物は適度に生育し、

ある程度で成長停止することが望まれる場面も少なくない。 

 

３ 都市域土壌に関する主な課題 

(1) これまでに形成された都市域土壌 

公園など都市緑地となっている土壌や都市構造物の下にあってその基盤となっている土

壌など都市域土壌のおかれている環境は多様である。土地の造成と都市的土地利用の開始

後に認められる都市域土壌の変化に次のようなことがある。植栽管理や落ち葉清掃が有機

物の蓄積を妨げたり、根の露出を促進したり、土壌劣化が進行することが知られている。

また、道路や建物など構造物下の土壌では地表面を不透水層で被覆するために土壌の変化

はわかりにくいが、補修やインフラの交換で土壌が掘り上げられ、還元状態から酸化状態

になることがある。土壌材料に海成堆積物を含む場合では酸化・酸性化の問題も指摘され

ている。また、構造物の下の土壌に一旦水の通り道ができると侵食が進む可能性がある。

レクリエーション施設における定期的な植栽と土壌の管理が地盤強度を低下させる可能性

もあり、長期的な管理・利用を考慮した場合、定期的なモニタリングと必要に応じた修復

が望まれる。 

近年の異常気象により頻発するようになった都市域土壌の土砂崩れへの対策は喫緊の課

題である。特に造成で盛土がなされた土壌で発生していることに鑑み、地盤の強度や脆弱

性の予測を可能とする新旧地形図のデジタル標高モデルの整備を通じた造成履歴のデータ

ベースの構築が望まれる。現状では各自治体単位でのみ把握されている都市域土壌の改変

（造成、土壌汚染など）に関する地図情報と地質地盤情報データベース及び土壌情報を国

土交通省と農研機構が協力する等の体制で一元化し、更新していく必要がある。 

(2) これからの都市域土壌 

 都市域の多様な土壌はそれぞれに長期的に望まれる機能を果たすような管理法を確立す

る必要がある。人口が減少傾向になり、今後面積の増加が見込めない都市域や縮退現象に

直面している都市では、これまでに拡大した都市域の土地利用変化を想定しておく必要が

ある。従来の都市的土地利用から農村的土地利用への転換もありうる。その際には生物生

産を意識した造成・施工をすることが望ましい。現在の対応としてコンパクトシティー化

が計画されているが、残存する都市縁辺部の都市的土地利用下にある土壌に対する対策と

して人工的手法により自然を生み出す技術を要することになろう。衰退した都市域では自

然または半自然条件に任せた管理、いわゆるグリーンインフラを整備することが望ましい。

そのグリーンインフラには緑地や将来のスマート農業への転換が図れる可変性を持たせた

整備施工法を用い、潜在土壌分布等のデータベースを構築しておく必要があろう。 
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１ はじめに 

 
 世界の人口の半数以上は都市部に住み、都市部の土壌は、主として宅地、商業用地、

工業用地、都市公園などの都市的土地利用下にある。その土壌が本報告で取り上げる「都

市域土壌」である。都市的土地利用下にある土壌に対する利用意志は農林地を含む自然

的土地利用下にある土壌とは必ずしも同じではない。 
 カーターとデールはその著書「土と文明」において「文明人は地球の表面を渡ってす

すみ、その足跡に荒野を残していった。」と、有史以前からの人類による土壌への働きか

けが収奪的であったことを指摘した[1]。この生物生産のための土壌の積極的な利用はす

でに数千年以上の長い時間継続しているものの、近現代に至り土壌に対する人類の影響

は絶大となって、たゆまぬ修復がなければ荒地となりそれが世界各地に散在することと

なった。この現状を鑑みて、20 世紀末には「持続的な土地・土壌管理」「持続的な生物

生産」と不毛な土地を生み出さない技術開発に努力が払われるようになった。さらに 21

世紀の現在、達成すべき持続可能な開発目標（SDGs）が国連により掲げられ、その中で、

目標 2「飢餓人口をゼロに」、目標 13「気候変動に具体的な対策を」、目標 15「陸の豊か

さも守ろう」は土壌を持続的に利用してこそ達成される目標である。土壌中に有機物を

貯めることにより、生物生産に必要な元素の循環を高めるような土地・土壌利用が必要

である。生態系自身を強靭化する Eco Intensificationの概念[2]を取り入れることや比

較的粗放な管理でありながら、土壌有機物を蓄積し、生産力を回復する不耕起・省耕起

栽培を活かした保全農業[3]はこれからの土地・土壌利用に際し、取り組むべきとの提案

である。このような課題と提案は本報告のテーマにも直接・間接に関わる話題として、

公開シンポジウム「土と持続可能な開発目標（SDGs）−アフリカの土・市街地の土」[4]

の中で取り上げて、高い関心を得た。これらの概念および技術提案の前提は土壌を「生

物生産のために積極的に利用する」という山林、農地を含む自然的土地利用下の土壌に

対する概念に基づいている。 
 一方、歴史的には農地などの生産地域から発生した集落に様々な機能が付与されて街

や都市が発展する経緯から、農地も都市域も絶大な人為の影響を受けた土地として論議

されることがある。しかしながら、人口が集積し、様々な社会的機能が集積した都市に

おける土地と土壌への役割は従来の農地の土壌に求める役割とは根本的に異なっている。

このことは国際土壌年（2015 年）に国連食糧農業機関（FAO）から発行された「世界の

土壌資源の現状」の中で生態系サービスの違いとして説明されている[5]。「都市域土壌」

には生物生産を基礎とした土壌に対する概念は弱く、したがって、その利用においても

SDGsに挙げられた目標達成に資する土壌の特性はほとんど顧みられない。現在、荒廃農

地の拡大・進行を抑える世界的課題がある一方で、部分的には著しい人口減少が進行す

る国や地域での都市域の荒廃がある。いずれも土地に関わる問題であり、地表には土壌

が存在する。現在までの科学であれば、前者が農学における土壌学の課題であり、後者

は都市工学や土木工学の課題であろう。しかし、将来世代を含めた長期的土地利用の視

点に立つなら、このような課題の仕分けでない学問領域を超えた土壌のあり方に対する
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論議が必要になってくる。 
 土壌は本来、我々にとって身近な存在であった。農業生産に限らず、遊びや生活の中

で土壌に対する認識を自然と身に着けていたといえる。しかしながら、すでに都市圏人

口が 95％を超え、今後の 30年間も都市域への人口集中が予測されている現在の日本[6]

では土への認識も薄れ、教科書における土壌の扱いは弱まった。これは世界的な趨勢で

もあり、世界的に土壌教育の重要性が叫ばれるようになり、日本では 2017年の小学校教

科書にようやく「土の粒」として復活することとなった[7]。このような土壌に対する認

識の変化に対して「都市域土壌」は少なからず関係があり、関心の弱かった「都市域土

壌」に対して意識を改めることは、前半の農業生産と土壌劣化の問題、後半の土壌教育

とその認識、それらとの関わりの中で広く将来の土壌に対する資源的価値や自然物とし

ての存在について新しい概念を構築するために貢献するものと考える。このような背景

のもと、本報告は「都市域土壌」の現状を概観・整理し、現在の課題の抽出と今後の対

応について検討した内容である。 

 

２ 都市域土壌の現状 
（1）都市域土壌の捉え方 

 本報告における都市域土壌は、次の都市土壌に造成土や人工土壌も含めて人為の影

響を強く受けた土壌を対象とする。都市的地域には残存農用地が混在することもあり

[8]、都市的土地利用下にある土地と農用地の相互転用の可能性も考慮に入れる。 
① 人為の影響が強い土壌に対する名称 
ア 都市土壌 
 一般に都市域とは主として住宅や商業施設、工業地域とそれらを結ぶ道路等のインフラ

ストラクチャーが整備された地域であり、生物生産を主体とした農業・農村的土地利用に

対して、都市的土地利用がなされている地域である。従って、都市土壌や市街地土壌と

いった場合に、想起される土壌は都市的土地利用の領域に分布する土壌である。これら

の領域はコンクリートやアスファルトなどの人工構造物で被覆されているため、土壌として

認識しにくい。一方、これらの構造物に付随して設けられる都市緑地や街路樹の生育範

囲では土壌が目視可能なため、一般的に土壌の存在を意識しやすい。 

イ 造成土 
 造成とは土地利用に合わせて土壌の掘削・移動を伴って地形を改変することであ

り、土壌との関わりは深く、造成によって改変された土地を被覆する土壌を造成土

と呼ぶ。造成に伴って生じる盛土や切土がそれに相当する。従って、宅地や道路建

設に伴う都市的土地利用による造成のみならず、工業的土地利用のための造成や大

規模な埋立によって形成された土地の土壌も含まれる。大規模な土地改変を含むた

め、造成土の名称からは生物生産との関わりが乏しい印象があるが、農地において

も大規模な造成が増えつつあるため、必ずしも農地土壌と区別される名称ではない。

造成土は国内外の土壌分類において一つのカテゴリーとして位置付けられている

[9]。 
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ウ 人工土壌 
 この名称は主に生物生産を意図して人工的に調製した土壌（植物生育のための培

地・培土）に対して用いられる。室内や屋上などの比較的小さな面積で植物を育て

る目的で養水分保持が可能な材料から調製して人工的に作られる。建物や構造物に

負荷をかけないように軽い材料で調製されることが望ましいが、自然の土壌を混ぜ

合わせる場合もある。都市土壌や造成土は現地でかなりの長期間にわたり存在する

のに対して、植物生育のために調製された人工土壌は比較的短期間に廃棄されるこ

とが多い。意図する利用が終了すると植物と共に撤去されたり、再利用のために回

収されて調製されたりすることも多い。そのため、植物生育や一次生産に関わりな

がらも土壌学的な見地から取り扱われることが少ない。 
② 都市域土壌の位置付け 
ア 土地利用から見た都市域土壌 
 都市域土壌は主に比較的強く人為の影響を受けた土壌で、①アのように主に都市

的土地利用下にある。その土地利用は住宅や商業施設、工業地域、都市緑地とそれら

を結ぶ道路などである。本報告ではゴルフ場やアルペンスキー場[10]などのレクリ

エーション施設も都市域土壌の延長上にあると見て対象に含める。いずれの土地利

用も切土・盛土や埋立を通じ、小中または大規模な造成を伴う。農用地のような生

産性は重視されない。 
 このうち、宅地、道路および工業地などの大部分はコンクリートやアスファルト

の硬盤に被覆されており、土壌に関する情報を得にくく、既往データも限られてい

る。それ以外のゴルフ場やスキー場を含むレクリエーション施設や都市緑地では地

表面を植物が被覆する土地利用の部分もある。 
 都市緑地は市街地内だけでなくその周辺部や湾岸域または近海の埋立地にも立地

しており、土壌への人為の影響はさまざまである。近年の市街地面積拡大に伴って

広がる丘陵地や山地緩斜面にある雑木林を利用した緑地は地形や土壌が自然に近い

状態で維持されているのに対して、埋立地の都市緑地は完全に外来土壌を用いて造

成されるため大きく人為の影響が土壌に残る。 
 大規模造成を伴う土地改変であっても、その場における在来の土壌を用いて造成

する場合と外来の土壌を用いて造成する場合で土壌分類上の位置付けが大きく異な

る。この詳細については次の③に記載した。 
イ 地理的分布から見た都市域土壌 
 都市域は人口密度の高い地域であり、その領域は時代と共に変化する。各大都市

圏で人口増加に伴って急激に都市域面積は拡大しており、各都市域をつなぐ交通網

の広がりも顕著である。これらの領域は車両の移動を基本にして計画されているた

め土地の均平化が図られている。均平化は切土・盛土による大規模な造成によって

達成される。従って、自然のままの土壌が存在していることはほとんどない。また、

都市域の拡大に伴う土地改変はその都市域内にとどまらず、その周辺の丘陵地や山

地にも影響がおよぶ[10]。造成の際に使用する切土と盛土は均等に使用されること
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が望ましいが、構造物の築造に十分な強度を期待できない場合には周辺の山地を切

り崩して良質な砕石を採取・利用する。このとき、砕石地は都市域近郊から調達さ

れることが多く、その土地も砕石採取とその後の利用によって大規模な改変を受け

ることから、これらは都市域に含まれないが、人為の影響を受けた土壌の分布域に

なる。 
③ 土壌学的な分類における都市域土壌 
ア 国際的な土壌分類 
 農業生産と区別して人為の影響を受けた土壌について分類の最上位カテゴリーに

独立した分類名が設けられたのは 2006年のことである。国際的に広く用いられてい

る FAO発行の世界土壌照合基準（WRB）[11]において、テクノソル（Technosols）が

32種類ある土壌群の一つに設けられた。テクノソルは廃棄物や人工物質および加工

された岩石を土壌中に一定の割合で含む土壌である。農業生産を意図して人工改変

を受けた土壌は含まない。この土壌は 2006年に突然取り込まれたわけではなく、概

念としては FAO による世界土壌図凡例の中に以前から現れていた。これらの人工的

に造成された土壌は固結していない未熟な土壌「レゴソル（Regosols）」に分類され、

人工的な影響を表す修飾語「アンスロピック」と組み合わせ、「アンスロピックレゴ

ソル」と命名されていた。テクノソルを細分する分類名として、人工的にゴミが埋

められていること「ガービック」、埋立地でメタン発生に至る強還元状態であること

「レダクティック」、移動盛土で被覆されていること「トラスポーティック」などの

修飾語と組み合わせたものがある。なお、人工的な未熟土壌であることの定義は、

土壌生成因子の影響が及んでいないか、その影響が兆候として見られないことであ

る。人工物質を含み、人工的に埋立や盛土によってできた土壌であっても、おかれ

た環境の影響を受けて土壌が変化する兆候が認められれば、土壌生成を受けた土壌

として認定される。 
 もう一つの国際土壌分類であるアメリカ農務省が発行するソイルタクソノミーの

短縮版でも 2014 年の改訂版[12]で生物生産と関わりのない土壌を人工改変および

移動土壌（Human-Altered and Human-Transported Soils：HAHT soils）として記述

を大幅に増やしている。廃棄物で埋立てられた土壌（アンスロピック）、重機で硬化

した土壌（アンスロデンシック）、外部から持ち込んで積み上げた土壌（アンスロポ

ーティック）、深くまで攪乱した土壌（アンスロオルティック）などの修飾語を設け

ている。この分類が WRB と異なるところは、農地に同様の人工改変や移動が認めら

れた場合にも関連する用語を与えることができることである。すなわち、WRB が農

業生産と関わりがない土壌を一括して区別したのに対して、アメリカの分類では人

工的な影響を表す「活動」に対して定義しており、影響を受けた土壌そのものに対

する分類ではない。なお、HAHT soilsの分類はまだ検討中であり、人工的な影響が

強い土壌分類名を独立させることも提案されている[13]。 
イ 日本の土壌分類 
 日本でも造成を受けた土壌は「造成土」として上位のカテゴリーで分類される[9]。
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さらに造成土には、人工的な材料を多く含む「人工物質土」と外来の土壌を持ち込

んで造成した「盛土造成土」がある。盛土造成を受けた土壌は古くから日本の農地

にも存在していたことから、農耕地土壌分類には含まれていた。しかしながら、農

業生産と関わりが少なく人為の影響を強く受けた土壌に対して「造成土」の分類カ

テゴリーを与えたのは 2002年のことである[14]。その後、用語の改訂を重ねて現在

も造成土は分類カテゴリーとして存在する。日本の造成土の分類では側面や底が別

の材料で囲まれていて物質循環が生じない系の土壌（例：屋上緑化に用いられる土

壌や植木鉢）は分類対象としないことが前出の国際分類との相違点の一つである。 

 

(2) 都市域土壌の性質  
 都市域土壌は外部から持ち込まれた材料を多く含み、自然環境下や生産環境下にあ

る土壌において認められる性質とは異なる側面を多く持っている[15]。その一方で、

時間の経過に伴って変化する性質もある[16]。それらを物理的性質、化学的性質、生

物的性質に整理し、都市的土地利用の形態を三つに大別して表１にまとめた。 

 
表１ 都市域土壌の性質と管理に関する現状 

 都市緑地 道路・建物用地 レクリエーション用地 

物理的

性質 

 

 

 都心部の緑地では、地形造成のた

めに建設廃棄物の砕石、廃コンクリ

ート、廃アスファルトなどの埋設も合

わせて実施するため，レキ含量が高

い。重機による造成が土壌を硬化さ

せて、地表面付近で匍匐伸長する

植物根が認められる。物理性改良と

して， 30 ㎝程度の盛土による植栽

基盤が施工されたり，掻き起しされ

たりする場合は良好な物理性が得ら

れるものの，硬化した下層に対して

表土のみが膨軟なため、芝などの植

被がない場合は降雨による侵食が

発生する。 

 埋立地に設けられた緑地も下層は

埋立地の基底に至るまで廃棄物等

の外来材料で構成されることが多

く，重機を使った造成時に植栽基盤

が硬化させられる。また，造成土の

材料として近隣の山地や段丘を使

用した緑地では全て砂質土壌で構

成された事例がある[17]。 

 都市郊外の緑地では，元来の地形

や植生を活かした緑地が多く，部分

的な盛土・切土造成や、崩壊防止の

土留め補強で硬化しているものの、

概ね近隣の山地や丘陵地の土壌と

類似する。 

 道路や建物用地において，

土壌は構造物の支持機能が

要求される。十分な強度を確

保して築造された後には強度

の低下を防ぐために水や植

物根の侵入防止が必要とさ

れ、構造物下の土壌は隔離さ

れる。従って、構造物として完

成した後，土壌の性質は変化

しないと考えられがちだが、

舗装の経年劣化などで亀裂

が生じて水の浸透が生じると

路床土壌の強度低下が生じ

て交通荷重により窪地が発生

したり、波状面を形成したりす

る。このため隔離による強度

の維持は重要である。従っ

て、十分な強度に造成された

道路や建物の基盤土壌は硬

度が極めて高く粗粒質のた

め、使われなくなった後に生

物生産を期待する緑地など

の別の土地利用に転用する

ことは難しいと考えられる。 

 大面積のレクリエーション

施設としてはゴルフ場とア

ルペンスキー場が挙げられ

る。これらは自然の地形を

利用しながらもコースを演

出するために大規模な造

成が行なわれる。水の浸透

による微地形の崩壊を防ぐ

ために重機を使って固めら

れるため、植物生育の場と

しての土壌の物理性は不

良であることが多い。恒常

的に利用されて草本植生

が維持されている間はこの

堅硬な物理性は維持される

ものの、アルペンスキー場

などが放棄された後の斜面

崩壊の事例が報告され

[18]、造成後の管理が影響

していると考えられる。 
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化学的

性質 

 造成を受けた都市緑地の土壌はコ

ンクリートなどの建設廃棄物を含む

ことが多く、これらに由来してアルカ

リ性を示すことが多い[19]。造成初期

段階では無機態炭素含量がカルシ

ウム含量との良い相関関係を示すこ

とから炭酸カルシウムを生成してい

ることが指摘されている。カルシウム

塩は混合された材料に由来するもの

と解釈されている[22]。その一方、緑

地では地表面が大気と接しているた

め降雨を直接受けることや植物根を

介した物質の交換も生じるため、土

壌 pH や塩基含量に変化を生じる。

アルカリ性混入物の影響が小さけれ

ば、造成緑地は概ね中性から酸性

を示し、比較的短い時間で自然条件

下の土壌と類似した化学性を示すと

考えられる。 

 臨海部の埋立地では外部から隔

絶された系であるにも関わらず、植

物根の水平伸長や昆虫類の活動に

よると見られる土壌有機物の含量増

加例もある[23]。 

 道路や建物の基盤となる土

壌では土壌粒子同士を強固

に締固めるために石灰（フィ

ラー）を加えることも多く、造

成初期状態では顕著なアル

カリ性になる。年数が経過し

た同様の土壌で中性付近の

土壌 pH が確認されている

[20]ことから，経時的な土壌

pH の変化や土壌中の物質

移動が指摘されている。ま

た、道路や宅地開発地で問

題視される土壌 pH は海成堆

積物の露出による酸性化で

ある。大規模造成において、

パイライトを含む海成堆積物

が掘削・暴露された場合に極

度に酸性化し[21]、金属やコ

ンクリートで築造された構造

物を劣化させる恐れがある。

場合によっては含有重金属

の溶出を引き起こす懸念もあ

る。 都市域土壌の汚染は過

去の廃棄物等の混入によっ

て引き起こされたと見られる。

土壌汚染対策法に基づき、

汚染の調査と対策がなされて

いる[24]。 

 ゴルフ場やアルペンスキ

ー場などの造成では現地

の材料を利用することが一

般的であり、都市部に見ら

れる混合材料に由来するア

ルカリ化は認められず、化

学的特性は近隣の攪乱を

受けていない林地の土壌

に類似することが多い。ま

た、ゴルフ場（窒素やリン酸

肥料）、アルペンスキー場

（雪面硬化剤としての硫酸

アンモニウム）で使われる

栄養塩類の環境影響が懸

念された。 

生物的

性質 

 都市域の緑地では植栽の過度な

生育は緑地内の地表面に光が届き

にくくなり、景観および防犯上の理

由から望ましくないと考えられる。ま

た、枝葉部が空間を侵犯したり、地

下部が構造物の下部に潜り込み舗

装や構造物を押し上げたりすること

も望ましくない。その一方で、植生が

自然に近い構成に発達することを期

待する場合がある。このような視点は

緑地を一つの生態系として成立する

期待に基づくものであり、植生のみ

ならず鳥類や昆虫など動物相の生

態系メンバーとしての発達をモニタリ

ングしている研究もある。生態系とし

て成立するためには生物サイズに応

じた面的な広がりが必要であり、明

治神宮や自然教育園などの東京都

内の都心部に位置しながらも広い面

積が確保されている緑地では生態

系としての生物相の発達が確認され

ている。 

 全く生物活動とはかかわり

がないように見られる道路や

建物などの構造物存在下で

も、多孔質アスファルトやイン

ターロッキングを用いた舗装

では孔隙に微生物活動が認

められることもあり、構造物材

料の性質によって生物活性

が異なるものと考えられる。 

 レクリエーション施設として

管理する場合，自然植生の

侵入，特に木本植生の侵

入・遷移は望ましくないた

め，定期的な刈り取りにより

草本植生の維持が図られ

ており，その密生した植物

根が土壌浸食の防止に役

立っている。一方で，放棄

されたアルペンスキー場で

は，侵入した木本植生の根

伸長が過去に固められた

下層と表層の分離を促し，

物理的性質の項目で示し

たように表層崩壊を引き起

こす事例がある。 

 植生維持のためのゴルフ

場内における農薬散布の

場内および周辺環境への

影響については汚染防止

が指導され調査指針が策

定さているが、一般環境基

準の 10 倍まで認められて

おり、生物への影響も留意

すべきである。 



 7 

管理  市街地面積の増加が著しかった 20

世紀後半には都市圏での農地面積

減少に歯止めをかけるために生産

緑地法[25]が設けられて、農業的土

地利用に税制優遇措置を適用する

ことによって生産緑地の維持を図っ

てきた。2022 年にはその措置が終

了するために土地利用転換が図ら

れる可能性が論議されている。農地

を維持すれば土地管理は従来と変

わらないが、土地利用が宅地や商

業地などに転換されると土壌はこれ

までの生産力を失う。しかし、人口減

少が進行する現在においては宅地

化も避けられる可能性があり、農地

の維持（特定生産緑地）または都市

緑地へ転換する可能性も考えられ

る。緑地の管理は景観維持のための

植栽の剪定などが主体であり、農地

のように定期的な土壌管理を行うこと

はほとんどない。緑地の規模や目的

によって異なるが、小規模な都市緑

地では落葉枝の掃除・廃棄が養分

循環を遮断し、土壌の肥沃度が低下

する。 

 建造物の下の地盤としての

土壌を管理することはほとん

どないが、道路は部分的に

頻度高く土壌の掘削や埋め

戻しが行なわれている。主た

る目的は埋設した水道管や

ガス管などのライフライン設

備の管理のためである。基本

的にはもともと使用されてい

た材料を掘り上げて、設備工

事完了後に埋め戻すことに

なるが、この間に土壌材料が

変化することがある。掘削と

埋め戻しの埋設した設備へ

の影響は必ずしも明らかにな

っていないが、土壌材料に硫

化物が含まれていれば、そ

の酸化による極度な酸性化

への懸念がある。 

 植栽のあるレクリエーショ

ン施設では定期的な管理

を行なうものの、花壇や芝

生でない限り土壌の管理は

稀である。しかし、アルペン

スキー場ではコースの起伏

維持・変更のため必要に応

じて造成する。また、植栽

の刈り込みや、融雪による

コース内の土壌侵食も生じ

るため、その修復を必要と

する。これらの地表面に対

する管理も重機を用いた土

木工事として実施するため

に土壌は圧密される。この

ような圧密化を受けた土壌

では融雪水や雨水の浸透

が弱まるため、植栽の生育

が不十分なコースでは表層

崩壊を生じることもある。計

画段階では不変で永久的

な土地利用を考慮した造成

であるが、実際には予期せ

ぬ経時的変化が生じるかも

しれず、植栽の維持や防災

等の目的に応じた定期的

なモニタリングや管理が必

要である。 

 
(3) 都市域土壌の管理 

 都市的土地利用下にある緑地、道路、宅地、工業用地などの管理において土壌が論

議されることは少ない。構造物の地盤に相当する土壌は、施工した際に構造物や設備

に対して十分な強度を確保し、劣化を誘発する要因を建造時に排除し、造成完了後に

は不変なものとして捉えられている。しかしながら、表１に大別したそれぞれの都市

的土地利用における土壌管理の現状がある。 
 
(4) 都市域土壌と土壌生成因子 
 一般に各種土壌の成り立ちはそれぞれの土壌の母材、気候、地形、生物、時間など

の因子（土壌生成因子）に分けて論議される。人為も土壌生成因子の一つとして扱わ

れることがあるが、都市域土壌では全ての土壌生成因子に人為の影響が及ぶ。 
① 母材 

 都市域土壌の土壌生成因子のうち、人為の影響を強く受ける因子の一つは母材であ

ろう。自然条件下では起こり得ない土壌の材料が存在する場合、異種土壌物質や人工

物を含む土壌材料という解釈で人工母材と称する。具体的には建設廃棄物に由来する

廃コンクリート、廃アスファルト、鉄筋片などである。また、浚渫土や外部から運び

込まれた残土などの原位置に存在しない土壌が加えられた場合も異種土壌物質と判
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断される。土壌調査する際には異種土壌物質の大きさや層を形成している場合にはそ

の厚さおよび土壌断面中の占有面積割合の記録が望ましい。これらの記録からその造

成地の土壌が造成土または自然土壌の造成相に分類するかを判断する。 
② 地形 

 ゴルフ場やアルペンスキー場などのレクリエーション施設を除いて、特別な理由が

ない限り意図的に起伏ができるように造成することは稀であり、基本的に土地造成と

は地表面を均平化することである。造成地では均平化するために切土で窪地を埋める

（盛土）過程で造成土となる。深層の土壌が地表に露出して表土となる切土面に対し

て、盛土では深層と表層の混合土壌が表面に現れるため、両者では異なった特徴を示

す。また、盛土面は攪乱された材料で満たされているために構造物を支える強度は確

保されるものの物理的に脆弱であり、災害で崩れやすい。新旧の地形図を比較すると

造成履歴が明らかとなり、切土と盛土の範囲も推測できる。農地造成でも大規模に土

壌が移動することがあるが、多くの場合、切土を元来の表土（作土）と下層土（心土）

に分けて盛土に使用するため、造成後も表土と心土は同じ土壌の層位構成となり、多

大な攪乱を受けていても現行分類上の造成土にならないことが多い。 
 均平化された造成地では下層土壌が重機の踏圧によって硬盤層が形成されている

ことが多く、透水性が低下し排水不良となることがある。そのため、造成緑地で均平

化に伴う硬盤層の形成は植栽木の生育を著しく阻害することがある。また、排水不良

は造成地でありながら還元層の生成を促すことになる。 
③ 生物 

 ゴルフ場やアルペンスキー場などのレクリエーション施設を含めてある程度の植

物生育を期待する土地利用では、そのための管理が行われる。地表面のマルチおよび

バークや堆肥の混合が土づくりの段階で実施されるため、植栽された初期段階の土壌

は地表面に限り肥沃であることが多い。一方、植栽密度が高いことや、初期段階の管

理が雑草の繁茂を促す場合も含めて有機物の供給もある。しかし、硬化した下層にま

で有機物の供給が及ぶことは稀であり、表層の生成を主とする生物因子の働きとなる。

植物根も側方伸長が著しく、浅根なため倒れやすくなる。移植の際に根鉢で発育した

ミミズや甲虫の幼虫などの土壌動物が緑地土壌に入ることも多く、土壌生物や微生物

バイオマスは表土に限り高い。極度に硬化し、生物活性が低い下層とのコントラスト

が明瞭であることが多い。 
④ 時間 

 造成時が都市域土壌の生成時間の開始である。造成された都市域土壌の断面に経時

的な土層の発達や変化を認めることは難しいが、土壌 pH、電気伝導度や塩基含量の変

化に時間の経過を見ることができる。表１の化学的性質に示したように造成初期段階

にアルカリ資材の影響がある場合、アルカリ性で塩基含量に富む土壌特性を示すこと

が多い。その後の時間経過に伴って土壌中への水の浸透や酸化還元状態に変化がある

場合には、土壌 pH も変化する。表層における有機物の集積や植物根伸長に伴う土壌

孔隙の増加なども比較的短時間に生じる土壌の発達過程である。建設廃棄物・残土や
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浚渫土などの植栽に好ましくない材料を用いる場合でも、非固結の土壌材料を適度に

管理することによって短期間で植栽を維持できる土壌に改良することも可能である。 
 一方、道路や建造物などの基盤は外部からの土壌材料を用いていながらも、構造強

度の観点から外部の影響を遮断し変化を生じないように造成しているため、経時的な

変化はほとんどない。しかしながら、構造物の経年劣化を通して、基盤内の土壌に変

化が認められる場合もあり[26]、不変を維持することは困難であり、環境条件に応じ

た変化が生じている可能性がある。 
⑤ 気候 

 気候の影響は土壌に対する水分と温度の影響として捉えられる。気候帯の異なる環

境下で都市域土壌の特性を比較した事例は見当たらず、気候の違いが都市域土壌、造

成土の発達や生成に与える影響について記述することは難しいが、自然環境下の土壌

に気候条件が及ぼす影響から推測するなら、日本では土壌に及ぼす影響としては降水

量が多いことが挙げられる。その影響が及ぶ条件では、土壌の pH、電気伝導度や有機

物含量が比較的短時間で変化することが特徴である。また、地表近くでの凍結-融解

の影響も考えられる。 
 
(5) 都市域土壌の生態系サービス 
 私たちが生態系から受ける多様な利益は生態系サービスとして認識される。土壌の

役割は生態系を支える基盤となって、生態系サービスを十分に機能させることである。

生態系サービスは次のような内容を持つとされる 。「供給サービス：食品や水などの

生産・提供。調整サービス：気候などの制御・調節、水涵養、水質浄化。文化サービ

ス：レクリエーションなど精神的・文化的利益。基盤サービス：栄養循環や光合成に

よる酸素の供給。保全サービス：多様性を維持し、様々な出来事から環境を保全する

こと」。都市域土壌が関与する生態系サービスの内容は供給サービスよりも文化サー

ビスの寄与が大きく評価されている[5]。 
① 供給サービス 
 都市域でも農地において生産活動は行われている。ほとんどが小規模な生物生産で

あり、商業的な意図は小さく、近隣の組合内での販売や自家消費が主体であり、生産

性も高くはない。しかし、多くは古くからの優良農地であることも少なくない。地場

野菜を栽培し、伝統農業を継承している地域もある。一方で、都会の屋上を利用した

菜園も都市農地として存在している。廃熱を利用したビニールハウス栽培なども行わ

れており、軽量素材で作った人工土壌を管理することによって生産しており、未来的

な農業の一つとも見られる。 
② 文化サービス 
 都市域で機能する生態系サービスとして社会・文化活動や経済活動に対する文化サ

ービスが挙げられており、これらは土壌から直接的に生産されるサービスとは言い難

いが、土壌を管理することによって創出し、制御できるサービスでもある。 
 建物間や建物内部または屋上などの自然景観と無縁の場所に庭園や緑地を設けて

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%A7%98%E6%80%A7
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自然らしさを演出するために土を持ち込むことがある。この場合は園芸用の培土を使

用し、ガレキを取り込むことはない。恒久的な存続を意図することは少なく、一定期

間経過後の除去や定期的な入れ替えが計画されている。その培土の自浄効果があまり

期待できないため、好まれざる植物の生育や虫の発生防止を考慮した上での管理であ

る。また、都市景観を良好にするための壁面緑化、屋上緑化も同様に恒久的な植栽の

存在は期待されておらず、一時的な管理によって維持されている。これらの培土は、

日本の土壌分類では学術的命名を行うことがでず、学術的報告も稀である。だが、WRB

では深さ方向に底があり、水の下方浸透に制限がある人工的に造成された土壌「リニ

ック テクノソル（Linic Technosols）」と命名される。 
③ 土地利用の変化と生態系サービス 
 現代社会において都市域は拡大し続けており、土地利用は、市街地を含む人工的な

土地利用である開発地が生産地である農地と山地と置き換わるように変化してきた。

すなわち、生物生産に関わる生態系サービス（供給サービス）を社会・文化・経済活

動の生態系サービス（文化サービス）の場に変換するように土地利用を変えてきた。

この変化の過程において、生産するための機能を発揮する目的で存在していた土壌が

構造物を支える土壌に変えられていったとも解釈できる。養水分保持や水分・空気の

移動が要求される機能であった土壌は物理的強度を支える機能を発揮できるように

姿を変えさせられたのである。土壌の特性を表す指標に三相分布（固相、液相、気相）

があり、自然の土壌はこの三相が均衡を保って供給サービスを発揮している。しかし、

都市の土壌は構造物を支える強度を発揮するために硬化させられ、その役割は固相の

機能のみに偏っている。この固めた土壌を再び三相が均衡して供給サービスが機能す

るように戻すことは容易ではない。従って、現代の土地利用における開発地の拡大は

不可逆的であった。将来、生産的土地利用への転換を図る際にはこの物理性の不可逆

的変化に次の 3 (2)のような留意が必要である。 
  
３ 都市域土壌に関する主な課題 
 以上のような都市域土壌の現状から都市域土壌の主な課題として以下のことが考えら

れる。これまでに形成された都市域土壌については造成後の土壌の変化に注目すること、

都市的土地利用下にある土壌の情報を収集し、学術的な整理を行い将来の土壌利用に役

立てることである。これからの都市域土壌については都市の縮退現象等で土地利用が変

化する場合にその後が土壌の劣化した放棄地や荒野にならないような対策が望まれる。

  
(1) これまでに形成された都市域土壌 
① 都市域土壌の性質から見た課題 
ア 造成における課題 
 都市公園などの緑地においても土木工事による造成時には、自然土壌や農地土壌

のような生産機能は考慮されていない。従って、土壌の物理性が不良になることが

多く、透水性、通気性および植物根伸長に問題が発生する。これらの問題は造成完
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了後では解決することが困難であるため、計画時に造成の工夫が必要である。緑地

や公園など植栽する予定がある土地を造成する場合には、少なくとも 1 ｍ深程度の

植栽土領域を設ける必要があり、その深さ範囲における透水性と保水性および通気

性の確保が必要である。しかし、外来の土壌は自然に生成する土塊（土壌構造）が

採取時に崩壊しがちなために、盛土または埋立て造成をした場合には受食性が高く

なることに注意が必要であり、造成地の傾斜、植被、一定間隔の土留めなど侵食防

止の配慮が必要となる。スキー場のように頻度高く造成工事を行う場合も侵食に対

する対策が必要であり、植被率の低下を起こさないような管理が必要である。 
イ 管理における課題 
 道路、トンネル、橋梁や建造物の場合、施工前の地盤調査は綿密に行われるが、

工事完了後はこれらの構造物の検査を実施することがあっても地盤の再調査まで行

うことは稀である。すなわち、都市的土地利用においては構造物完成後に地盤再調

査、地盤補修などを行うことはほとんどない *。それは、意図した土地利用に対して

十分な強度確保が達成されており、その後、その強度に対して気象現象や周辺土地

利用などの外部環境が影響を及ぼさないという通念のためかも知れない。緑地や植

被がある施設に対しても同様であり、植物生育に伴って植物根が伸長し、構造物に

影響したり、地盤の強度低下が発生したりしても気づかれにくい。従って、特に植

栽が関与する道路法面やトンネル接触面、植升では植生と土壌の調査をセットで実

施し、地盤が経時的変化を生じることに留意した管理が望まれる。 
② 都市域土壌の学術的位置付け・情報収集に関する課題 
 現在、都市域土壌には学術的な位置づけは存在せず、また日本の土壌分類体系では

命名できない土壌も含まれている。将来の土地利用転換を考慮する際に構造物に被覆

されている領域も含めて土壌に関する情報を引き出せるシステムの構築が必要であ

る。将来の都市域土壌の有効な利用に対し、造成前の土壌や潜在的土壌の分布図の整

備は課題の一つとして挙げられる。様々な主題の土壌図を作成し、将来の土壌利用に

役立てることが望まれる。 
ア 生産的見地からの課題 
 都市域では都市農地以外の土地利用において土壌の理化学性データはほとんどな

い。このような情報不足は都市域土壌の学術的な分類・命名や将来的な土地利用・

管理を困難にする。現状の都市農地以外にも植被がある土地利用を実施している地

域は土壌調査や分析によるデータベース作成をすることが望ましい。構造物によっ

て土地被覆がある地域でも、もし造成前の土壌名や潜在的土壌名の情報が得られる

ならその理化学性を推測することが可能となり、緑地や農園などの植被を伴う土地

利用が発生した場合に管理指針を策定できる。すでに造成を受けて地表面にある土

壌がその場所の自然土壌と異なる場合にはその造成履歴を明らかにし、現存する土

                                            
* 建設中・建設後又は利用開始後に構造上の不具合や汚染が検出された場合に地盤および植栽土壌の再調査された事例

もある。 
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壌の理化学性や生産性により、土壌図を作成することも可能であろう。市街地にお

ける土壌図の整備は現状把握だけでなく将来の土地利用に対しても有用であると考

えられる。 
イ 造成の見地からの課題 
 多くの都市域は何らかの造成を受けており、地表面は切土や盛土となっている。

もし、その土地の新旧地形図のデジタル標高モデル（Digital Elevation Model: DEM）

が比較可能になれば、それらを差し引きすることによって切土と盛土の分布を把握

することが可能であり、その領域を地図として示すことが可能であろう。そのため

には旧版地形図の DEM 整備が必要である。これまでにも発生している土砂崩壊や道

路崩落個所は盛土であることが報告されている。したがって、施工前に過去の盛土

地域や土砂崩れ、表層崩壊の発生個所を古い地形図から抽出した DEM データを利用

して視覚化しておくことが災害防止には重要である。このような地図情報は土砂災

害等への対策や将来の土地利用や都市計画における地盤の強度や脆弱性の予測[27]

に考慮すべき情報である。 
ウ 管理の見地からの課題 
 都市域土壌は掘削、埋め戻しの繰り返しを受けている地域を含んでおり、それら

の履歴を把握することも課題の一つに挙げられる。先述の切土・盛土の場合は地形

図に変化が現れるため、地図から情報抽出することが可能であるが、インフラ整備

や構造物築造のための土壌掘削と埋め戻しは過去の情報提供を関係部局に求めなけ

れば得られない。土質や土壌の理化学性に関する情報を得るために都市域内におけ

る土木工事等の履歴情報を収集・整理する必要がある。自治体では土壌汚染対策法

に基づいて指定された要措置区域や形質変更時要届出区域に関する地図情報を把握

している。指定区域を新たな土地利用に転用する場合に誤った施工をした場合には

汚染が広がる可能性もある。そのため、関連する地図情報を全国で一括して取りま

とめておく必要がある。これまでに地震防災や地下水資源活用に加えて土壌汚染対

応をも視野に入れた地質地盤情報の共有化を求める提言がなされ[27]、地質地盤情

報データベースが既に運用されている。これに包括的土壌情報を持つ農研機構が協

力する等の体制で土壌情報を含めて一元化し、データを更新していく必要がある。 
 
(2) これからの都市域土壌 
① 統計データから見たこれからの都市域（面積、分布、人口） 
 人口増加および都市への人口集中に伴って都市域面積は現在に至るまで増加の一

途をたどっており、その大部分は増加する道路および宅地面積に占められている。全

開発地に対する面積割合は小さいものの工業用地、埋立地、緑地も同期間に著しく増

加している。しかしながら、東京都心部を除く国内のほとんどの都市では人口が減少

傾向にあるため、将来は都市域面積が増加するとは考えにくく、都市域を構成する土

地利用にも増加は見込めない。従って、これまでに拡大した市街地内における将来の

土地利用変化を想定しておく必要がある。例えば、都市農地が宅地や緑地に代わる場
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合、土壌と地盤は大々的に造成されることとなる。このような土地利用変化はこれま

でにも頻度高く生じていることであり、対応に困ることはない。ところが、最近では

都市域でも宅地の需要が伸びない地域が増加しており、道路も過剰供給気味であるこ

とから都市的土地利用を適用し得ない土地が発生する。宅地、道路、レクリエーショ

ン施設、工業用地以外の都市域の土地利用として考えられているのが市民農園のよう

な商業的付加価値を持たない農産物の生産地や自然に近い緑地などへの転換である。

日本国内ではこれまでに広がった市街地の都市的土地利用を緑地や都市農地に転換

する場合には再び造成が必要であり、その際には従来と異なって生物生産を意識した

造成・施工をすることが望ましい。このような都市的土地利用から農地や緑地的な土

地利用への転換がこれまでに広がった都市域でも進行する可能性が考えられる。 
② 増加する縮退都市における都市域土壌の将来 
 現在進行中の人口減少は地方都市において顕著であり、将来も人口減少に歯止めが

かからないと予測されている。人口減少に伴って、空き家が増加し、小売業やガソリ

ンスタンド、学校、役所、公共交通機関が撤退し、「陸の孤島」や「限界集落」とい

った消滅の危機にある自治体も増えてきている。これらが、約 10 年前から懸念され

てきた都市の縮退現象である。その対策としてインフラや都市機能を集中させたコン

パクトシティー化が計画されているが、残存する都市縁辺部の都市的土地利用下にあ

る土地に対する対策は見当たらず、都市的土地利用の土地を別の土地利用に効率よく

転換する方策について、現在のところ具体策は挙げられていない[28]。当然のことな

がら、農業・農村的土地利用から開発地を造成するよりも開発地を農地や緑地、山林

に転換する方が時間を要し投入できる費用も含め困難が予想される。農業・農村的土

地利用から開発地への造成は不可逆的であるとさえ言われていることから、その逆は

人工的手法により自然を生み出す技術を要することになる。この不可能に思える対策

が欧米では既に始まっている。コンパクトシティー化として、経済や商業的な土地利

用を中心地に集約するだけでなく、中心部の周辺に空き地、農地、緑地を集約する計

画が立てられている[29]。この際、土地転換するための工事費用に比べて将来使用し

ない構造物インフラの維持経費が上回ると見積もられれば農地・緑地への転換が図ら

れる[30]。しかしながら、実際に転換した事例報告および経過報告は認められず、将

来に向けて長期にわたるモニタリングをもって適切な造成技術の確立が必要である。

また、実行の可否は経費に関わることであるが、実現は土壌の復元にかかっている。

現在、日本のみならず世界的にも都市的土地利用によって構造物で被覆されている土

地の土壌情報はほとんど存在しないが、将来の農業・農村的土地利用への転換を鑑み

ると、その土壌情報が必要となると考えられる。過去の土壌図、断面情報または地形

図と現在の土地利用図との比較を通じて復元を図るなど手法の構築も必要であろう。 
③ 世代を超えて利用できる都市域土壌の在り方  

 都市域は人が集まることによって形成される土地・空間であり、目的や機能が多様

であり、利用のされ方は国、地域や時代によって異なる。長期にわたる将来を考慮し

た都市域の開発もあったであろうが、基本的には現在のニーズに対応することで発展
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してきている。現存する都市域は現在と近未来への対応が精一杯であり、半世紀や一

世紀後を見越して計画されているとは言えない。今後、自動且つ遠隔からの定期的な

データ集積型モニタリングシステムを構築したインフラ管理が確立される可能性も

あるが、縮退した都市域全体にそのようなモニタリング網を設置することは経済的お

よび人的資源の観点から容易ではない。衰退した都市域は自然または半自然条件に任

せた管理が可能となるグリーンインフラを整備することが望ましい。そのグリーンイ

ンフラも将来のスマート農業への転換が図れる可変性[31]を持たせた整備施工法を

構築しておく必要がある。現在においては、潜在土壌の分布の推測と気候を含めた自

然条件に立脚した植生を含む生物相の構成についてデータベースを構築しておくこ

とが望まれる[32]。 
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＜用語の説明＞  

 
開発地 
 宅地、商業用地、工業用地、道路、ゴルフ場、アルペンスキー場およびレクリエーシ

ョン用施設、公園・緑地などの土地利用下にある土地。大規模な土地改変、すなわち切

土・盛土、埋立を通じた造成を伴うことが多い。 

 

土性 

 土壌の砂、シルト、粘土の割合によって示される土壌の性質。粘土が 10〜30％ほどで、

残りを砂とシルトが約半分ずつ占める程度が植物の生育に好適とされる。 

 

土壌構造 

 土壌の乾湿の繰り返しによって、自然に形成される土壌粒子の集合体。集合体の内部

は微細な孔隙が多く、集合体と集合体の間の孔隙は粗大で排水、通気に役立つ。 

 

緑地 

 都市緑地法では、樹林地、草地や農地などで良好な自然的環境を形成している土地と

して定義しており、無秩序な市街化の防止、防災、生態系の維持、自然景観の創出など

の役割が期待されている。また、都市公園法では、都市計画区域内に設置する公園また

は緑地に相当する土地として都市公園を定義しており、本報告の中の「緑地」は後者の

都市公園を意図している。この他に本報告において、造成緑地はゴルフ場、アルペンス

キー場などに相当し、生産緑地は都市農地に相当する。 

 

コンパクトシティー 

 人口減少社会において、利便性を維持しながらも、エネルギー消費を抑制した都市を

構築するために、都市機能を街中心部、公共交通ターミナルや沿線に集中し、人口密度

が適度に維持された都市を指す。 

 

都市的土地利用 

 宅地や商業用地、工業用地および道路・鉄道などの交通に関わる用地の他、公園、ゴ

ルフ場などのレクリエーション用地も都市的土地利用に含まれる。一方、山林や農地、

河川や海浜を自然的土地利用と称する。本報告では都市域土壌に生産緑地（都市農地）

の土壌を含めるが、生産緑地を都市的土地利用には含めない。 

 

グリーンインフラストラクチャー 

 都市での生活や居住環境および都市の防災・減災機能の向上を目的として林地、農地、

水域などの自然環境が持つ多様な機能を積極的に利用する都市計画における概念であり、

自然環境に相当する場や景観を指す。例えば、都市緑地や水田、遊水池などが該当する。
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これに対して、道路や建物などのコンクリートやアスファルトによる人工構造物で形成

された社会基盤をグレーインフラストラクチャーとよぶ。 
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